
社会福祉法人設立の目的と意義 
 
【社会福祉法人の設立の目的】 
私は、これまで営利法人として１５年間にわたり高齢者・障がい者在宅介護サービス、

母子・父子家庭への子育て支援事業などを営んでおりました。また、私の考える社会福祉

事業とは、様々な生活環境下で支援を必要とする子どもや高齢者（障害の有無にかかわら

ず）の方々に対して、その必要に応じた支援体制を構築する事であります。 
現状の福祉事業に従事する人財の不足は、従来にも増して深刻化しており、国の社会・

援護局 福祉人材確保対策検討会においても、介護従事者の確保について議論されている

ところであります。例えば、今般の国の進める方針の一環として、介護離職者の減少と、

出生率の向上に対する戦略が掲げられており、介護サービスの充実、医療・福祉・保育人

財の確保、子育て支援対策の必要性が明確に掲げられております。 
一方、三鷹市においても、私が高齢・障がい事業に対する検討委員などとして関わらせ

て頂いた立場から分かることがあります。例えば、①利用者に地域の福祉サービスの知識

が十分に無く、老々介護、認々介護、高齢の独居、高齢になり生活しづらくなった知的・

精神・身体に障がいをお持ちの方々。②重症化し身内での対応が困難になり不幸な結末を

迎えるケース、③低所得者の方々への支援、④医療・福祉の現場で働く方々が法人内で一

体的に支援出来る体制がなく結婚・出産・子育てなどで離職を選択せざるを得ない実情等

多々ございました。 
この難題を地域の問題として一体的に解決してゆくことが望ましいとは思いますが、全

てにおいて自治体の責任として解決を図る事は出来ないものと考えます。 
社会福祉の現場で活動する一営利法人の立場から、何とかしてこの現状の解決を図る手

段はないものかと検討したところ、私が社会福祉法人を設立して、これらを地域の求めら

れている課題として整理し、地域貢献や社会貢献の一体的な支援者として位置付ける役割

を担いたいと考えるに至りました。 
 
【事業の柱】 
社会福法人を設立することにより、前述の全てに対して事業化出来るものばかりでは有

りませんが、現時点において確実に出来る最大限の地域貢献や社会貢献について検討して

きた結果、三鷹市と協調しながらすすめる事の出来る事業として、次の 5 つが柱としてあ

げられます。 
① 高齢者、障がい者、子ども達が同じ場所で一体的に過ごす事の出来る多世代交流の場 
② 小学生から大学生、子育て世代や元気高齢者の方々など、地域の誰でも福祉サービス

に関心を持ち、仕事や子育て、介護の悩みについても共感し合え、福祉情報の共有と

互いに支援をしあえる場所 
③ ニートや障がい者の就労訓練や就労に繋げることなどが出来る場所 
④ 医療・介護が必要になっても、地域や自宅で生活を続けたい方々への医療と介護の一

体的支援を提供できる体制 
⑤ 出産・育児等で仕事についていない潜在的有資格者の方々が、もう一度医療・福祉の

現場で働ける職場環境と支援体制作り 



 
これらを整備するためには、地域のニーズや、地域の社会資源などを総合的に取り込め

る体制作りも求められております。この事業活動を通して、地域の医療・福祉人財、社会

資源、関係機関の参加による、地域福祉の共有化や情報網の整備と考えを同じくする地域

の方々が参画出来る体制作りの構築を考えております。営利法人では不可能な、あらゆる

方向で協力して頂ける、地域の人財力の集結をしてゆくことで、地域で抱えている問題点

を解決するための大きな力になりえると確信しております。 
 
【協力体制】 
今回の事業に協力頂ける方々の中には、地域において長年事業を行い、地域支援を行っ

ている法人役員、三鷹市民生児童委員会長、三鷹市内の特別養護老人ホーム施設長、地域

医療機関関係者の方々、地域行政・福祉分野などを研究している学識経験者の方々、地域

の福祉専門学校関係者、社会福祉協議会関係者、他地区で社会福祉法人評議員を行ってい

る税理士など、地域・福祉・医療・行政関連・有識者の方々などから、社会福祉法人の設

立とその意義について賛同を頂いております。 
 
【事業の方向性】 
これらの方々の繋がりや人財を有機的に機能させてゆく事により、全てではありません

が、地域の福祉サービスの集約や発信拠点として機能させる形態の第一歩として、今回 

社会福祉法人による認知症高齢者共同生活介護（通称グループホーム）、看護小規模多機

能型居宅介護（医療・介護・一時宿泊・通所の一体的提供）、小規模事業所内保育（外部

も受入れ可能な事業所内保育）を一体的に運営する方針を固めました。 
  

上記ご勘案の上、法人設立についてのご理解とご協力につきまして、協力団体各位の 

ご了解を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
平成２８年３月吉日 

社会福祉法人みたか福祉会（仮称）設立準備会 
代表 山田義剛 

 
 

 
※文中のでは「人材」を「人財」として表記しています。人は物扱いでは無いこと、有益

な宝（財）であることからこの文字を使用しています。ご容赦願います。 
 
 
 



対象者 サービス内容 サービス名称 制度

高齢者 住まい 地域密着型認知症対応型共同生活介護
(２ユニット定員：18名)

介護保険

訪問・通い・宿泊
(人数は仮)

地域密着型看護小規模多機能型居宅介護
（登録定員：29名・通い定員：15名・泊り定員：5名）

介護保険

医療 訪問看護ステーション 介護保険

子ども 通い 事業所内保育事業
（企業主導型保育事業として検討）

預かり 一時預かり（託児）事業

２．施設概要（建設計画）

１F 看護小規模多機能型居宅介護（訪問+通所）通所は15名定員

訪問看護ステーション

企業主導型保育施設11名定員（一時預かり併設）

２F 地域密着型認知症対応型共同生活介護（グループホーム）9名

地域交流室、職員休憩スペース等

３F 地域密着型認知症対応型共同生活介護（グループホーム）9名

看護小規模多機能型居宅介護（宿泊部分）5名程度

※保育部門は外部委託の方向で検討

３．計画予定地

住所：三鷹市中原4丁目34番地22号

敷地面積：約２２５坪（定期借地権）

土地提供者：株式会社マツモト重量　会長　松本　勉　様

４．経営主体

新規設立された社会福祉法人（仮称：みたか福祉会）

※社会福祉法人の新規設立に向け、現在三鷹市担当者と打合せ進行中。
　 また、法人設立許可申請を行うにあたり、開設準備会を発足し今後の計画
　 や人選も含め現在検討を進めております。

５．事業計画スケジュール

①三鷹市公募：平成２８年５月１日から（同７月に事業者確定）

②法人設立　：平成２９年１月中の設立を目指す

③施設竣工　：平成２９年１２月竣工を目指す

④事業開始　：平成３０年３月１日（予定）

以上

１．事業運営を検討しているサービス内容

子ども・子育て
支援

中原４丁目複合型福祉施設　事業計画　概要


